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第 ２ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２７年２月１９日（木）午前１０時００分 

 

場      所  津市安濃保健センター ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員  1 池田
い け だ

 長
なが

義
よし

  ・ 2 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

  ・ 3 森
もり

  恒
つね

利
とし

 ・ 5 青木
あ お き

 正司
しょうじ

 

6 赤塚
あかつか

 薫
かおる

  ・ 7 伊藤
い と う

 征一
せいいち

 ・ 9 大田
お お た

 武士
た け し

・10 奥山
おくやま

 勘五郎
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13 丹羽
に わ

 芳
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久
ひさ

 ・14 前田
ま え だ

 紀男
の り お

   ・15 杉谷
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 正美
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20 中川
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 ・22 中 林
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 ・23 平井
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48 前川
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以上１７名 

 

欠 席 委 員    

 

出席部会員外委員  会長 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：服部主査 美里：中野主査 安濃：北角担当主幹 

          芸濃：後藤副主幹 香良洲：中山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  ５ 青木
あ お き

 正司
しょうじ

 ・２２ 中 林
なかばやし

 長 一
ちょういち

  

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出受理取消願について 

                                  （所有権移転） 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第６号 買受適格証明願（公売）について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請取消願について 

                                （農業委員会許可） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                          （農業委員会許可・所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

                           （農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 
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                           （農業委員会許可・使用貸借） 

 議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

       ついて（別冊） 

 

 

議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第２回第１農地部会を開会させていただきます。        

本日の欠席はありません。出席委員は１７名でございます。 

それでは、議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。 

       ５番 青木委員、２２番 中林委員、よろしくお願いいたします。 

       それでは、まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号か

ら報告第６号まで、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページ、２ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１から１２で、２ページになりますが、合計で件数は１２件、面積は 

３６，８０３㎡、地目は全て田でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸し人、借り人、双方の合意によ

り解約したものであります。 

       ３ページから７ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       番号１から８で、７ページになりますが、合計で件数は８件、面積は   

５４，６６６．６１㎡で、その内訳は、田が４５，８５９㎡、畑が８，２０５

㎡、その他、これは台帳地目が宅地、現況地目畑ですが、これが６０２．６１

㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、番号３の届出につきまして、あっせんの希望がございますので、ご承

知おきいただきますようお願いします。 

       また、現況地目が山林になっているところは、無断転用の可能性ありますの

で、届出人に対して指導しております。 

       ８ページをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       番号１は貸駐車場用地、番号２は駐輪場用地。 

       以上、件数は２件で、合計面積は５２９㎡、いずれも地目は畑でございま

す。 

       ９ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出受理取消願につい

て（所有権移転）でございます。 

       番号１は、所有権移転を賃貸借権設定に変更するため、番号２は、譲受人に

変更が生じたための取消でございます。 

       以上、件数は２件で、合計面積は田で１，１０７㎡でございます。 

       １０ページをお願いいたします。 
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       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       番号１、一般個人住宅用地、番号２、駐車場用地、番号３、駐車場・資材置

場・物置用地、番号４、資材置場用地、番号５、庭用地。 

       以上、件数は５件で、合計面積は７３０㎡、この内訳は田が３５７㎡、畑が

３７３㎡でございます。 

       １１ページをお願いいたします。 

       報告第６号 買受適格証明願（公売）についてでございます。 

       番号１、名古屋国税局による公売に参加するための買受適格証明で、買受後

は、太陽光発電施設用地とするものです。 

       以上、件数はこの１件で、面積は１，７４５㎡、このうち田が１，３６２

㎡、畑が３８３㎡でございます。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   事務局から説明があったとおりでございますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事  務  局   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 一身田、受人     、面積 １４，９９８㎡、渡

人     、面積１３８，２０５㎡、申請地 一身田豊野ぬノ坪    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 ７６３㎡です。 

番号２、地区 一身田、受人     、面積 １３８，２０５㎡、渡

人     、面積 １４，９９８㎡、申請地 一身田豊野なノ坪    、

台帳地目・現況地目とも田、面積 １，０１８㎡。 

       この２件につきましては、農地の集約化を図るため、自作地を相互に交換す

るものです。 

番号３、地区 高野尾、受人     、面積 ２５，６１１㎡、渡

人     、面積 １３，２２５㎡、申請地 高野尾町西豊久野    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，４８７㎡。 

番号４、地区 高野尾、受人     、面積 １３，２２５㎡、渡

人     、面積 ２５，６１１㎡、申請地 高野尾町西豊久野    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，４８７㎡。 

       この２件につきましても、自作地を相互に交換するものです。 

番号５、地区 辰水、受人     、面積 ５，９７６㎡、渡人    、

面積 １，５３３㎡、申請地 美里町家所井ノ面    、台帳地目・現況地

目とも田、面積 １，４８９㎡。 

       これにつきましては、受人は、労力不足のため営農を縮小する渡人から申請

地を譲り受け、営農を拡大するものです。 

番号６、地区 安濃、受人     、面積 ７，６８２㎡、渡人    、

面積 ６６５．７３㎡、申請地 安濃町内多見泥    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 １．７３㎡。 

       これにつきましては、渡人は耕作に不便であり、一方、受人にとっては耕作
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に便利な農地であることから、申請地を譲り受けるものです。 

       番号７、地区 安濃、受人     、面積 ２８８，５９０．１８㎡、渡

人     、面積 ２，７３９㎡、申請地 安濃町清水小權田    、台

帳地目・現況地目とも田、面積８００㎡ 外２筆で、合計面積２，３５９㎡。 

       これにつきましては、受人は、高齢化による労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

       以上、件数は７件で、合計面積は８，６０４．７３㎡。その内訳は、田が

５，６２９㎡、畑が２，９７５．７３㎡でございます。 

       いずれの案件も、農業を真面目に行い、農機具も保有しており、周辺の農地

に影響もなく、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全て

を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       それでは、地元委員さんのご意見を伺います。 

       １番、２番、一身田。 

 

青木委員   ５番 青木。この方は沢山耕作をしており、交換であっても何ら問題ありま

せんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ３番、４番、高野尾。 

 

赤塚委員   ６番 赤塚。現地確認行いましたけれども、交換するということで問題ない

と思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ５番、辰水。 

 

中川委員   ２０番 中川。事務局の説明どおりで、地元においても何ら問題ございませ

んので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ６番、７番、安濃。 

 

中林委員   ２２番 中林。６番、７番とも問題ございませんので、よろしくお願い致し

ます。 

 

議  長   地元の委員さんから異議のない旨の説明がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第１号については、許可をすることに決定を

いたします。 

       次に、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請取消願につい

て（農業委員会許可）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請取消願について（農
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業委員会許可）でございます。 

       番号１、地区 明合、申請者 亡き     相続人代表     、申請

地 安濃町栗加田倉田    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積  

４１９㎡です。 

       これにつきましては、転用目的を太陽光発電施設用地として平成２６年１２

月１７日に許可した案件ですが、転用目的に変更が生じたことから、本許可を

取消していただきたいとの願いが提出されております。 

       なお、次の議案第３号になりますが、転用目的を貸し駐車場として、新たに

申請をされております。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       それでは、地元委員さんのご意見を伺います。 

１番、明合。 

 

中林委員   ２２番 中林。事務局が説明いたしましたように、既に太陽光発電というこ

とで前回許可を得たものでございますけれども、事業計画の変更で駐車場へ変

更したいということです。以上でございます。 

 

議  長   地元委員さんからは、異議のない旨の説明がございました。皆さんいかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、許可をすることに決定を

いたします。 

       次に、議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 一身田、申請者     、申請地 一身田豊野にノ

坪    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ３３㎡、外１筆で、合計面

積 ８２６㎡です。 

       これにつきましては、申請地に杉を植林しようとするものです。 

       なお、一部の農地につきましては、平成５年ごろに既に植林をされ、始末書

の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

       番号２、地区 高茶屋、申請者     、申請地 高茶屋小森上野町小森

川    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ９２８㎡。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は、４４４㎡で、転用面積の４７．８％に当たります。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 明合、申請者 亡き     相続人代表     、申請

地 安濃町栗加田倉田    、台帳地目・現況地目とも田、面積４１９㎡。 
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       これにつきましては、申請地を駐車台数約２０台の貸駐車場用地とするもの

です。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は３件、合計面積は２，１７３㎡。全て田でございます。 

       いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件の全

てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんのご意見を伺います。 

       １番 一身田。 

 

青木委員   ５番 青木。２０日に現地確認していただきました。何ら問題ありませんの

で、よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番 高茶屋。 

 

奥山委員   １０番 奥山。現地確認しましたところ、何ら問題はないのでよろしくお願

いします。 

 

議  長   ３番 明合。 

 

中林委員   ２２番 中林。ただいま事務局の説明どおり、駐車場用地にするものでござ

いますので、許可適当と思います。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第３号については許可をすることに決定を

いたします。 

       次に、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

       議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 一身田、受人     、渡人     、申請地 一身田

豊野西田端    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 ２６㎡です。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲受け、購入する宅地の進

入路とするものです。農地区分は、第３種農地と判断されます。 

       番号２、地区 一身田、受人     、渡人     、申請地 一身田

豊野もノ坪    、台帳地目 田、現況地目 畑、面積 １，７７７㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、保育園用地とす

るものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号３、地区 長野、受人     、渡人 亡き     相続財産管理

人     、申請地 美里町南長野観音寺    、台帳地目・現況地目と
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も畑で、面積 １８５㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、受人が所有する

隣接宅地の駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

番号４、地区 高宮、受人     、渡人     、申請地 美里町五

百野中之郷    、台帳地目 畑、現況地目 一部宅地になります。面積 

４３３㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、隣接する既設の

グループホームの駐車場用地とするものです。なお、建物の一部が申請地にか

かっておりますことから始末書が添付されております。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

       番号５、地区 辰水、受人     、渡人     、申請地 美里町穴

倉前田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積２６９㎡。 

       これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、自家用車の駐車

場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は５件、合計面積は２，６９０㎡。この内訳は、田が１，８０３

㎡、畑が８８７㎡でございます。 

       いずれの案件も農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件の全

てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       それでは、地元委員さんのご意見を伺います。 

       １番、２番、一身田。 

 

青木委員   ５番 青木。１番、２番、１２日に現地確認していただきました。何ら問題

ないということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   ３番、長野。 

 

中川委員   ３番、４番、５番と現地確認をいたしました。４番につきましては、隣接地

でグループホームを開業しておりまして、それの駐車場とするということで

す。あと２件につきましても、何ら問題ございませんので、よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第４号については、許可をすることに決定

をいたします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・賃貸借権）事務局の説明をお願いいたします。 
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事 務 局   それでは、１６ページをお願いいたします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 白塚、借人     、貸人     、申請地 白塚町境

    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ５００㎡、外３筆、合計

面積 １，７１８㎡です。 

これにつきましては、借人は、貸人と本年１０月３０日までの賃貸借契約を

締結し、申請地を    建設のための資材置場、駐車場、仮設事務所用地と

して一時転用するものです。なお、この１月１０日から既にこの目的で利用さ

れており、借人から始末書の提出があります。農地区分は、第３種農地と判断

されます。 

       番号２、地区 栗真、借人     、貸人     、申請地 栗真町屋

町里東    、台帳地目・現況地目とも畑で、面積 ６９㎡、外２筆で、合

計面積 ２，８７１㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と２５年間の賃貸借契約を締結し、申請

地を太陽光発電施設用地とするものです。申請地へのパネル設置面積は、 

２，０６８．９２㎡、転用面積の７２％に当たります。農地区分は、第３種農

地と判断されます。 

       番号３、地区 高茶屋、借人     、貸人     、申請地 高茶屋

小森町野田    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，２８４㎡、外１

筆、合計面積 ２，１２６㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と２２年間の賃貸借契約を締結し、申請

地を太陽光発電施設用地とするものです。申請地へのパネル設置面積は６９３

㎡、転用面積の３２．６％に当たります。なお、利用率が低い原因として、変

形地であること、南側隣接地の土地利用によっては、将来日照不足となる可能

性を考慮したとの理由書が添付されております。農地区分は、第２種農地と判

断されます。 

       番号４、地区 黒田、借人     、貸人     、申請地 河芸町三

行狭間ノ脇    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５７０㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の賃貸借契約を締結し、申請

地を太陽光発電施設用地とするものです。申請地へのパネル設置面積は１９６

㎡、不整形地でありますことから、転用面積の３４．４％に当たります。農地

区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は４件で、合計面積は７，２８５㎡、このうち田が８３９㎡、畑

が６，４４６㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご意見を伺います。 

       １番、白塚。２番、栗真。 

 

青木委員   ５番 青木。１２日に現地確認していただきました。何ら問題ありませんの

で、よろしくお願いします。 
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議  長   ３番、高茶屋。 

 

奥山委員   １０番 奥山。現地確認したところ、何ら問題ありませんので、どうぞよろ

しくお願いします。 

 

議  長   ４番、黒田。 

 

丹羽委員   １３番 丹羽。事務局の説明のとおり、何ら問題ありませんので、よろしく

お願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

しょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       次に、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・使用貸借権）事務局の説明をよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 辰水、借人     、貸人     、申請地 美里町家

所相堂    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ７５８㎡です。 

       これにつきましては、借人は、貸人と２０年間の使用貸借契約を締結し、申

請地を太陽光発電施設用地とするものです。申請地が不整形地であることか

ら、パネル設置面積は２３７．８㎡、転用面積の３１．４％に当たります。農

地区分は、第２種農地と判断されます。 

       番号２、地区 村主、借人     、貸人     、申請地 安濃町川

西西出    、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積 １８３㎡。 

       これにつきましては、借人は、貸人と期間を定めない使用貸借契約を締結

し、隣接宅地と一体利用の上、申請地を一般個人住宅用地とするものですが、

平成１４年に既に転用をされており、始末書の提出がありますことから追認し

ようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

       以上、件数は２件、合計面積は９４１㎡、この内訳は、田が１８３㎡、畑が

７５８㎡でございます。 

いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。それでは、地元委員さんのご意見を伺いま

す。 

       １番、辰水。 

 

中川委員   ２０番 中川。親子間の貸借になりますし、現地確認も確認いたしました。
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何ら問題ございませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ２番、村主。 

 

平井委員   ２３番 平井。親子間でございまして、現地も確認しました。何ら問題ござ

いませんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さん、いかがで

ございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。 

       それでは、異議なしと認め、議案第６号については許可をすることに決定を

いたします。 

       次に、別冊でお配りしました議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条

の規定による農用地利用集積計画の決定について事務局の説明をお願いいたし

ます。 

 

事 務 局   議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の津市農用地利用集積計画をお願いします。 

       表紙の次で、農用地利用集積計画地区別集計表をごらんください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明いたします。 

       津地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１０２，６７６．５８㎡、

畑の賃貸借で１，１１３㎡、契約件数は４６件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１４，２９４㎡、契約件

数は７件でございます。 

安濃地区につきましては、田の賃貸借で４７，０１５㎡、契約件数は９件で

ございます。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で３６，０１６㎡、契約件

数は８件でございます。 

       美里地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１１，３５３㎡、契約件

数は６件でございます。 

       香良洲地区につきましては、集積はございませんでした。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて 

２１１，３５４．５８㎡、畑の集積が、賃貸借で１，１１３㎡、合計契約件数

は７６件、合計面積は２１２，４６７．５８㎡となっております。 

       次に、認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は、津地区２０件、河芸地区２件、安濃地区７

件、芸濃地区８件、合計で３７件、合計面積は１４１，８８７㎡でございま

す。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議  長   はい、ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。皆さん、いかがなものでございましょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは、７号議案について異議なしと認め、農業基盤促進法の第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定について適正であると認め、市長に進達

をすることにいたします。 

       これをもちまして第２回農地部会を終了させていただきます。 
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上記は、第２回第１農地部会の議事を録したものである。 
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